
 

                                                                 
 

                       
            

 

 

お知らせ 

【問い合わせ先】  国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所 

 

 

（斐伊川水系減災対策協議会）副所長     平井 雅之（ひらい まさゆき） 

                           防災情報課長  室谷 圭莊（むろたに けいぞう） 

電話 0853-20-1764（防災情報課直通） 

斐伊川水系では、社会全体で大規模な水害に備える「水防災意識社会」の再構築をめざして

米子市、境港市、松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県、島根県、気象台、国土交通省が

減災のための目標を共有し、連携・協力してハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進

するため、「斐伊川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」及び「斐伊川水系中海沿岸の大規模

水害に関する減災対策協議会」を設立し、構成機関において取り組みを進めているところで

す。 

上記を推進するため、以下のとおり「令和４年６月斐伊川水系大規模氾濫時の減災対策協議

会」及び「令和４年６月斐伊川水系中海沿岸の大規模水害に関する減災対策協議会」を開催し

ます。 

 

１．開催日時：令和４年 6 月２１日（火） 

14:00～15:00 令和４年６月斐伊川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

令和４年６月斐伊川水系中海沿岸の大規模水害に関する 

減災対策協議会 

 

２．会議形式：Web 会議形式 

「令和４年６月斐伊川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」、「令和

４年６月斐伊川水系中海沿岸の大規模水害に関する減災対策協議会」

の開催について 

同時発表先：島根県政記者会 

米子市政記者クラブ、出雲市政記者クラブ 

記者発表資料 令和４年６月１４日 



「斐伊川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」、「斐伊川水系中海沿岸の大規模 

水害に関する減災対策協議会」 

 

【目 的】 

斐伊川水系では、社会全体で大規模な水害に備える「水防災意識社会」の再構築をめざし

て、米子市、境港市、松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県、島根県、気象台、国土交

通省が減災のための目標を共有し、連携・協力してハード対策とソフト対策を一体的、計画

的に推進するため、「斐伊川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」及び「斐伊川水系中海沿

岸の大規模水害に関する減災対策協議会」を設立して、構成機関において取り組んでいます。 

 

■斐伊川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

【委 員】 

  松江市長 

  出雲市長 

  雲南市長 

  島根県 防災部長 

  島根県 土木部長 

  気象庁 松江地方気象台長 

  国土交通省中国地方整備局 松江国道事務所長 

  国土交通省中国地方整備局 出雲河川事務所長 

 

■斐伊川水系中海沿岸の大規模水害に関する減災対策協議会 

【委 員】 

 米子市長 

 境港市長 

 松江市長 

 安来市長 

鳥取県 危機管理局長 

鳥取県 西部総合事務所米子県土整備局長 

島根県 防災部長 

島根県 松江県土整備事務所長  

気象庁 松江地方気象台長 

国土交通省中国地方整備局 出雲河川事務所長 



（別添資料） 

 

 

 

「令和４年６月斐伊川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」及び「令和４年６月斐伊川水

系中海沿岸の大規模水害に関する減災対策協議会」の開催について（報道の方へ） 

 

 

標記協議会について下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。 
 

 

記 

 

１．開催日時 

令和４年６月２１日（火） 

１４：００～１５：００ 令和４年６月斐伊川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 

令和４年６月斐伊川水系中海沿岸の大規模水害に関する減災 

対策協議会 

 

２．傍聴・取材場所 

島根県出雲市塩冶有原町５丁目１番地  

国土交通省出雲河川事務所 １階 大会議室 
 

３．報道関係者の受付 

・受付日時：令和４年６月２１日（火） １３：３０～１４：００まで 
・受付場所：出雲河川事務所 １階 大会議室 入口 

・事前の登録は不要です。 

・当日、受付にて必要事項を記入の後、係員の指示により会場へ入場をお願いします。 

・傍聴席には限りがあり、先着順となりますので御了承ください。 

 

４．取材にあたっての注意事項 

 取材にあたっては、以下の注意事項をご確認いただき、その遵守へのご協力をお願いし

ます。 
 

・ 事務局の指定した場所以外での撮影、取材は、ご遠慮ください。 

・ 傍聴席でのＰＣ等の使用は、議事や他の傍聴者の迷惑にならない限り可能です。 

・ 取材に必要となる電源は、各社（各自）にてご用意下さい。 

・ 携帯電話は、マナーモードにするか、電源をお切り下さい。 

・ 会場では、着席のうえ、静粛に傍聴して下さい。 

・ 事故防止の観点から、取材に当たっては節度ある行動をお願いします。 

・ 手荷物・貴重品等の管理は各自にてお願いします。 

・ 会議の円滑な進行のため、係員の誘導、指示に従ってください。 

・ 会場入室時はマスクの着用をお願いいたします。 

・ 体調不良の方は入室をお控えください。 
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